
 

1 

 
内 

閣 

府 
〇
財 

務 

省
令
第 

 
 

号 
 

経
済
産
業
省 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

財
務
大
臣 

片
山
さ
つ
き 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
  

経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

経
済
産
業
省
・
財
務
省
・
内
閣
府
関
係
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
・
財
務
省
・
経

済
産
業
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

 

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
） 

第
十
一
条 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る

類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
国
際
協
力
排
出
削
減
量
（

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
際

協
力
排
出
削
減
量
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い

 

（
金
融
等
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
） 

第
十
一
条 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る

類
似
す
る
取
引
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

当
事
者
が
数
量
を
定
め
た
算
定
割
当
量
（
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
算
定
割
当
量
そ

の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
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う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り

決
め
た
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
相
場
に
基
づ
き
金
銭

の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す

る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
限
る
。
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を

約
す
る
売
買
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
売
買
取
引
に
係

る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有

す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

に
つ
い
て
当
該
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
算
定
割
当
量

の
相
場
に
基
づ
き
金
銭
の
支
払
を
相
互
に
約
す
る
取
引

そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に

限
る
。
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

算
定
割
当
量
及
び
そ
の
対
価
の
授
受
を
約
す
る
売

買
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
売
買
取
引
に
係
る
算
定
割

当
量
を
決
済
の
終
了
後
に
保
有
す
る
こ
と
と
な
ら
な

い
も
の 

三 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 



 

4 

（
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
取
得
等
） 

第
十
一
条
の
四 

法
第
二
十
一
条
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す

る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量

を
取
得
し
、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契

約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行

う
業
務
と
す
る
。 

（
算
定
割
当
量
の
取
得
等
） 

第
十
一
条
の
四 

法
第
二
十
一
条
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す

る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
算
定
割
当
量
を
取
得
し

、
若
し
く
は
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結

又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
う
業
務
と

す
る
。 

（
特
定
取
引
勘
定
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
金
利

、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
第

（
特
定
取
引
勘
定
） 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
特
定
取
引
と
は
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
金
利

、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引
法
第

二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
第
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三
十
八
条
第
一
号
及
び
第
六
十
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項

に
お
い
て
「
指
標
」
と
い
う
。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動

、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目
的
又
は

当
該
目
的
で
行
う
取
引
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ

せ
る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
有

価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外

の
も
の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

十
二
の
二 

法
第
二
十
一
条
第
七
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業

三
十
八
条
第
一
号
及
び
第
六
十
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
（
第
五
項

に
お
い
て
「
指
標
」
と
い
う
。
）
に
係
る
短
期
的
な
変
動

、
市
場
間
の
格
差
等
を
利
用
し
て
利
益
を
得
る
目
的
又
は

当
該
目
的
で
行
う
取
引
に
よ
り
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ

せ
る
目
的
で
自
己
の
計
算
に
お
い
て
行
う
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
及
び
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
有

価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
以
外

の
も
の
並
び
に
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

十
二
の
二 

法
第
二
十
一
条
第
七
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
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務
に
係
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
取
得
又
は
譲
渡 

十
三 
（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 

 

務
に
係
る
算
定
割
当
量
の
取
得
又
は
譲
渡 

 

十
三 

（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 
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附 

則 
こ
の
命
令
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
令
和
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


